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警報発令時（荒天）における児童の登下校について(一部変更) 

 

 

 暴風警報（暴風雪警報）の発令の場合や荒天における児童の登下校について、岡崎教育委員会より変更し

た部分が示されました。下記のようにいたしますので、ご確認をお願いします。 

 

 

記 

 

 

 

１ 登校前に、岡崎市に暴風警報（暴風雪警報）が出された時の登校について 

（１） 授業のある日は、暴風警報の解除の時刻で判断をします。 

①午前６時までに警報が解除されたとき   

・平常通り登校させてください。基本的にメール配信はしません。 

※前日に給食の中止の連絡が入る場合があります。給食が中止されている場合は、弁当を持たせ

てください。 

②午前６時から午前１１時までに警報が解除されたとき   

・原則午後１時に始業します。出席確認後、授業等を行います。 ←「２時間後」から変更 

・班の集合時刻は、通常の時刻の５時間後を目安としてください。 

  例 通常 7時 30分の場合 → 12時 30分班集合 

・ただし、保護者が通学路の冠水等で安全に登校できないと判断した場合は、時間通りに登校で

きなくても構いません。 

・給食はありません。 

③午前１１時を過ぎても警報が解除されないとき  

・臨時休業となり、その日の授業は行いません。登校させないでください。 

④登校途中に警報が出たとき  

・安全確認をした上でそのまま家に戻るよう指導します。ご理解ください。 

（２） 土曜日の部活動は、暴風警報が解除されてもその日は中止します。 

 

２ 授業中に、岡崎市に暴風警報（暴風雪警報）が発令された時等の下校について 

①授業中に暴風警報が発令された場合（児童の下校の安全を確認後） 

・職員引率のもとで帰宅させます。 

②暴風警報が発令されていない場合で、気象庁等の情報で以降の悪天候が予想される場合 

・風雨が強まる前に暴風警報発令時と同様に下校させる場合があります。その際は、下校決定後

速やかに、矢北小メール等でお知らせいたします。 

裏面あり 

変更保存版 

暴風警報（暴風雪警報）発令時における登下校等について 

②が大きく変更になった部分 



 

 

①大雨警報の発令時は、通常通り授業を行います。 

②ゲリラ豪雨などの特殊な場合 

（例 通学路などが冠水している、身の危険を感じるような激しい雨が降っている、大雪で道路が

凍結しているなど） 

・欠席の場合は学校に連絡をしてください。（オンライン欠席連絡可） 

 

 

 

 

 ※特別警報とは 何年かに一度といった規模の大雨や地震が予想される場合に発令されるもの 

①岡崎市に「特別警報」が登校前に出された場合 

・授業を中止し、休業とします。 

・「特別警報」がその日のうちに解除された場合も、当日は終日休業となります。 

②登校後に出された場合 

・児童の生命及び安全を確保するための最善の対応（学校留め置き、保護者への引き渡し）を状

況に応じて行います。 

・その際の措置は、矢北小メール等にてお知らせいたしますのでご理解とご協力をお願いします。 

 

３ その他 

〇暴風警報が発令された場合は、学区こどもの家、育成センターは閉館になります。 

 ※暴風警報が予想される場合、かばん下校や育成センターの児童は閉館になることを想定して自宅

等への下校を計画してください。 

 

 

 

 

 

 

【この件に関するお問い合わせ：矢作北小学校 教頭 ３１－４５７４ 】 

大雨警報やゲリラ豪雨などの暴風警報以外の場合

特別警報の場合

保護者が、冠水等のおそれで危険と判断した場合は、登校を見合わせる・早めに迎えに

来るなどを各家庭で判断をしてください。（各地域で状況が違うため） 

 中園・東大友・西大友などの水路付近で冠水の事例が発生しています。 

学校が、雨雲レーダーなどから激しい雨が降るおそれがあると判断した場合は、下校を

早める・遅くすることがあります。 

 雲の動きが直前に変わることが多いので、学校メールで１時間前を目安にお知らせす

るようにします。 


